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第１号 北海道学芸大学紀要（第一部Ｃ） 昭和４０年８月

近世商家に溶ける惣領教育

－－ 佐野屋孝兵衛家の記録をとおして －－
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「家」 は， その理念に基づいて， 成員をそれぞれの地位にふさわしく教育してきた． 近世商家

の惣領教育も，

　

したがって， 封建庶民の 「家」 の原理と構造のなかで把握されなければならな

い． わが国の「家」 は， 特殊日本的形態として， その累代性と重層性が指摘されるが， 近世商家

の場合， 家業の継承をとおして累代的， 祖孫一体的な家族集団が成立し， 同時に営業規模の拡大
に応じて分・別家を創設して， 本末関係に基づくピラミッド型の重層的同族組織＜暖簾内＞が形

成された， 家の継承者である惣領は， 構造的にみれば， 家の累代性が要求する縦に永続的な線の
一点であり， 同時にその重層性が形成するピラミッドの頂点としての位置に位するものとして把

握できよう． しかし商家にあっては， 家の継承は単なる家督・祭相の承継にとどまらず， より実
質的に家業の継承であるから， 商家の惣領は家代々に伝わる家業の担い手， 一店を主宰する経営

者であり， 同族団の形成されている場合は， その暖簾内の統率者としての器量を要求される． し

たがって 「家」 の家父長制的把握から一見懇意的独裁者と解釈されがちな家長も， 家のかかる要

請の前には自己を抑制し， 彼らのいう 「公の道」１）に奉仕しなければならなかった． 町人家訓・

店則にはこの思想が直裁に出ている． 近江商ノ＼伴家の家訓 「主従心得書」（寛政５年） には 「吾は

即ち先祖の手代なりとおもふべし」２） とあり， 中村家 「家訓」 （宝暦４年） には 「家を我子に譲

るまでは僅か三十年なり， 其間は謹で奉公の身と思ふべし」３）と述べられている．

　

勿論相続は 「家」 制度の中核として， 観念的には家名・祭極・名跡等の相続を含めていたから，
相続者は祖先の血統を受け継ぐ子孫の正嫡たることが第一義に要請される． 町人社会の相続も，
「家の跡目は， 惣領に継す」 が 「世間の大法」（「世間息子気質」二之巻） であった。 紀山ノ＼ｒＥ「九
競今様櫛」 初編巻之中にも 「梅太郎どのはおまへの惣領息子お大事の跡取」 とある４）．

　

しかし企
業の要求する合理性， 功利性は， 同時に惣領に 「町人の家業成天秤のかけひき帳面みる」（「西鶴

－
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織留」巻一） 器量を要求する， 現実には， こうした家産・家業維持の要求と血統保持の要求とが

衝突し矛盾する場合の生ずることが非常に多かった． この際， 彼らは鴎蹄なく廃嫡， 養子縁組の

措置をとっている． 近江中井家の分家京中正店の「永緩古郡捉」 （天保５年） によると， 家督は

嫡子が相続する定めであったか， 「万一柔弱にして修斉不相整候ノ・、， 二男三男其人嫌器量を相

撰み為致家督相続候事」５） とあり， 京都室町法衣装束商千切屋吉右衛門一統の家法にも， 「子孫

（中略） 致我侭家不相続之品二相見へ候ノ・バ ー家弁別家中両見世手代打寄相談の上為致隠居名後

見立家督譲り替可申候」６） と相続人が不適格の場合には 暖簾内の合議によって後継者を決定する

ことが規定されている． ここには町人世界の能力主義に基づく家業の純粋世襲性の明らかな崩壊

がある． しかし近‐世商人の企業形態はしばしば 「家」 的企業体と表現されるように， 「家」 のも

つ機能を可能な限り目的合理的に企業組織の中に生かし， 利用してきた． 近世商家がその営業規

模の拡大に際して「家」 の非血縁的成員であった子飼奉公人に暖簾と資本を分与し， 所謂別家創

設してこれを同族団に編入する習俗はその最も象徴的場面である。 かくして商家は一つの企業体

として， その合理性， 功利性の要求の前に， 家業の純粋世襲性を放棄しながらも， なおかつそれ

が 「家」 の機能に依拠している以上 「家」 の連続そのものは 固執しなければならなかったところ

にこそ， 惣領教育はもとより， 子飼奉公制度に至る近世町人の 「家」 の教育がもっ一切の性格を

規定する基盤があったといえよう． いずれにせよ近世商家は家業を継承し， 家名すなわち 開忽名

前」 を襲名させる人物を立てねばならず， こ・の惣領に家長は 「家」 の理念と「家」企業体の要請

に基づく意欲的教育を行．なった， そこには 「フぐ体の商人内より仕立る子は， 総領次男と二人， 小

商人は総領計其外は皆人々につかわすべし， 本家のつよみを第一とせよかし」７） と指くいい放つ

「家」 のエゴイズムもある反面， 「家」 をあげての優れた惣領教育の諸慣習も生まれた， われわ

れは彼らの個性にみちた， 魅力ある後継者教育の事例を諸記録， 文学作品などに数多く見出すこ

とができる８）．

　

以上の観点から， 本稿は江戸日本橋元浜町の呉服・木線問屋佐野屋孝兵衛家＝ 「佐孝」 の事例

をとりあげ， 同家の父子二代が残した記録をとおして， 近世商家における惣領教育の理念と実践

を明らかにし， その本質を考察したい．「佐孝」の出自や経営内容については次章に詳述するが，

初代孝兵衛ラミロ良 （寛政元～嘉永６年） の時， 野州宇都宮の佐野屋治右術門家より分家創設， 江戸

店を開舗， 天保期の株仲間解散を契機に問屋へと上昇一

　

関東一円に５０軒に近い分・支店を擁する

に至った， かかる 「佐孝」 の守成の主たるべく期待され， 教育されたのが二代孝兵衛教中 （文政

１１～女久２年） である． 同店には 「店教訓家格録」 以下の家法・店則があり， 近世商家の暖簾内

習俗や丁稚奉公制度について貴重な史料となっているが， 同家にはさらに， 初代孝兵衛矢口良が後

嗣教中を意識して執筆した教訓書「保福秘訣」があり， 二代孝兵衛教中にも 「和楽味廼顧己論要」

と題する稿本がある， 特に後者は， 父知良の殺後間もなく， 譜代の家隷たちの輔佐をうけながら

一店を主宰することになった教中が， 自戒のために， また自分を輔翼する奉公人たちに主人の人

となりをよく理解させる目的から執筆したもので， 守成の主として運命づけられた心境や幼時よ

り受けて来た教育の様子等が興味ある挿話と共に語られており， ここに惣領教育の与え手と受け

手の二側面からその指導原理と実践の様子が語られるという極めて貴重な例がみられ る ので あ

る． 小論はこれらの教訓書を中心に， その周辺の諸記録， 知良の言行鎌 「淡雅行実」 等を援用し

ながら， 一商家の興隆から守成へ， そして店制改革へという典型的展開過程の中で， その後継者

教育が如何に行なわれたかを明らかにしたい．

　

なお佐野屋については， さきに北海道学芸大学紀要第１３巻１・２号に， その家法・店則を中心
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近世商家における惣領教育

とした考察 「近世商家における同族結合と家訓の教育的機能」 を発表しているが， その後， 「佐

孝」 の後蕎菊池小次郎氏ならびに佐野屋別家司店の後喬橋本地三郎氏の御厚意により， 同店の経

営内容， 同族組織等を示す資料を多数調査する機会を与えられ， その結果前掲論文中佐野屋の発

展過程その他について若干補筆訂正する必要ができたことをお断りする．

１

　

「佐孝」 の発展過程と家訓の位置

　

「佐孝」 の宗家，菊地治右衛門家は代々野州宇都宮寺町にあって「古衣転販を以て業」９）とし，
あわせて質屋渡世を営んでいた， 同家の古い記録は明和年間の大火で焼失し， 史料の徴すべきも

のは４代長四郎 （承応４年毅） 以降である． ７代治右衛門（寛延元年残）の代，享保年間（年代
不詳） に矢田部与兵衛に暖簾を分け別家創設したのをはじめに， 次々に分・別家を分出し， ９代

治兵衛 （天明７年段） の代までに， 孫別家を含めて１０店前後のく暖簾内＞を形成するに至ってい

る， １０代治右衛門孝古 （安永６～文化１１年） の代， 新らたに一分家， 二別家を創設するとともに
間もなく宗家は営業を停止した （２０年後営業再開）。二別家とは， 文化７年１０月下総佐原に出店し

た橋本文蔵 （司店），同１０年冬宇都宮寺町に開店した吉田丹兵衛 （茶店） である． 次いで同１１年正

月， 孝古の婿養子孝兵衛知良 （号淡雅， 父は下野粟宮村の医者大橋英斎，１５才の時遠縁の菊地家

に養子として迎えられた） が江戸日本橋元浜町に分家開舗した， 以上の三店は新興勢力となって

繭来佐野屋一統のうちで 「御三家」 的地位を占めたが， 特に佐野屋孝兵術店は分家という格式か

らも， またその富力からも最上位にあった。

　

「佐孝」 は孝兵衛知良が２６才の春 「僅に憧僕四人を率」 いて江戸に出， 元浜町松坂屋藤八の実

に借地した 「間口五間奥行二間半」 の店から出発して， 「晩年には間口十間に近く， 奥行廿二間

余の所に， 家族僅僕百十人余」 を擁する程に発展した． 女婿の大橋語庵 （知良が， 「商人は不都

合」とする生家大橋家の名跡を立てるため， 女巻子の婿として， かねて交遊のあった佐藤一斉に

推薦させた一斉の高弟）ｌｏ）が 「殆二十年， 覚成方金之富， 入皆鰐以為有神策鬼謀， 不可思議者」

としたのもあながち誇張でない， 勿論順調にのみ過ぎたわけではない， 天保１５年執筆の 「営生秘

簿序」 に， 知良は創業時の苦心をみずから「而其間為二火災憎難餓鰹－減二本質－者， 凡五回， 通而

計 之， 六年一局， 猶有コ五年之扇， 是豊非二掌挙動 業之救－乎」 と回顧している．

　

「佐孝」 の上昇」まこのようなタミロ良の商才と努力によるところ勿論であるが， 客観的条件として

化政度から天保期にかけての経済変動も彼に有利に展開したことを見逃せない， 知良が江戸店を

開舗したのは菱垣廻船問屋仲間が成立した直後であるが， この特権的・独占的商業機構の成立自

体， 問屋仲間外商人の袷頭に基因し， 従ってその独占支配は永続きせず， 特に海上輸送によらな

い江戸後背地の経済進出を把握し得なかったことは致命的であった， かくて天保初年頃から弱体

化し， 同１２年の問屋仲間解散の憂目をむかえる。 このような経過が， 「後背地」出身の知良に如

何に有利に作用したかは， 嘉永４年， 問屋仲間再興期の「佐孝」 の位置から容易に推測される．
「諸問屋再興調」 十によれば， 嘉永４年呉服問屋として公認されたもの４３人， 白子組木綿問屋は

１２人． 前者のうち 「前々‘・渡世相続」 の者３５人， 「丑年 （天保１２年・註） 後新規商売相始候者」

８人， 後者の場合は１０人と２人である． しかるに 「諸問屋名前帳」四一によれば， 「佐孝」 は呉

服問屋として３６番目に， 白子組木綿問屋としては１１番目に記載されている． 同店には， 丑年改革

に際し， 下落した絹物類の買占めにより巨利を得たという伝承もある（元店員水野俊一氏談）ＩＤ．
かくして 「佐孝」 は， 天保から嘉永にかけて， 呉服・木綿を中心に質屋・両替等金融業も併せて，
江戸市中はもとより， 桐生・今市・大田原ｏ水海道ｏ竜ヶ崎・府中・土浦・下妻・福島等関東一
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円に殆んど５０軒に上る茶・余・傘 （屋満喜） 分支店を擁するに至った． 遠藤進之助氏が「坂下響き：

件の予備的考察」で着目した真岡木綿買継問屋としての「佐孝」の性格も実はこの期に備わる１２）．

　

しかしこの頃， 「佐孝」 の営業は進展しているにもかかわらず， 知良の言行には意識の上で守

成への転化がはっきりよみとれる． 「累世富有家ノ少壮ナル者ニ諭ス所ナリ， 家ヲ興起セント欲

スル者二示スニアラス」という彼の教訓書 「保福秘訣」 であるが， そこには， 「先祖ヨリ累世富

厚ヲ受継者， 自己ノ才智ヲ特テ， 更ニ其業ヲ大二セント計へカラス」 「慎テ共家業ヲ専一ニスヘ

シ， 必利欲二惑テ， 他ノ販醒ヲ柵〆， 或ノ・他所二支店ヲ創ムルコト勿し」といった文字が見出さ

れる． 「佐孝」 のこの転化は， 特権的江戸商人に対する挑戦者として登場しつつ， 天保改革を機

－
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近世商家における惣領教育

に自らも問屋へと上昇し， 嘉永４年問屋仲間再興の際， 旧来の問屋とー司列に公認される経過に照

応する，

　

一代にして守成に転じた 「佐孝」 の， その守成の主たるべく期待され教育されたのが二代孝兵

衛教中 （号繕如） であった． 数中自身「余ノ・守成ノ時二出タレバ先君ノ立置レタル法度ヲ分墓モ

増減ナク守ラン「ヲ欲スルノミ」 「才徳モ事業モ傑出シ玉ヘル先君ノ後ヲ継キタル「ナレハ若シ

ャ家声ヲ墜ス「モ有ランカトノ心労ノ・甚夕深シ」 （「和楽味廼顧己論要」） とそのｂ境を洩してい

る． 嘉永６年， 知良の死去によって， 彼は２６才にして 「佐孝」 の采配をふるう立場に立たされ

た． 知良の死後１か月にして，「佐孝」は早くもペリー来航を契機とする深刻な危機に直面する．
安政元年の店卸しは 「第一昨年東海院様 （知良・註）御死去， 其後異国船渡来， 世上不穏， 商内

も皆々存之通開店己来無之不勘定」となった． 次いで翌２年には大地震あり，これに公儀御用金，
御領主無利足年賦， 白子船破船等が重なって， ついに１０月 「改革議定」 のやむなきに至った， 異

国船渡来以降佐野屋一統の受けた損害は３万両余に達し， このため佐原司店は安政３年正月， 宇

都宮宗家は同４年８月， いずれも店改革を行なわねばならなかった， このような情勢の裡に， 教

中は 「佐孝」 の経営方針を全面的に変更する決意を固めた． 彼の構想は資本を江戸から引揚げ，
宇都宮を根拠に新田開発を基軸とする経営に転じ， そこに 「佐孝」の活路を求めんとするもので

あった． 狂熱的穣夷論者， 義兄大橋諭庵の影響下にある教中にとっては， 動乱による江戸瓦解は

必至に映ずる． 「販路ノ道」より寧ろ 「駅衆ノ法」 を学ばされた教中にとって， 「巻属を数ひ候

得は廿組ノ・有之申候」 という江戸市中の「佐孝」 店内 （タナウチ） の万一に責任のもてる方途は

といえば， 確実な 「田舎江株を求」 める以外なかった． 彼の構想に対し「舌し世二は乱世之商内有

之」と江戸店はあげて反対したが， 教中は 「所謂両天秤二而」 と後退し， 釈明しながらも， 一方

では藩権力と結合し， 地主化の道を辿る， （彼が絹川沿岸に開発した新田は２８０町歩にのぼり，
今に「佐孝」 新田とよを れている．）服部之総氏らによって 「絶対主義への傾斜」と捉えられ１３），
北島正元教授によって， 本質的には封建体制に寄生しながら現実には藩経済の範時よりはみ出た

全国的商品流通に関与し， そのかぎり幕藩体制に姪格を感じていた佐野屋が， 開国による営業不

振を現状改革への捨身の転身によって切抜けようとした事件として説明されている１４）坂下門事件

（１８６２・文久２年） の謀議に， 教中が 「身上を振ても掛る」心境で参加するのはこのあとのこと

である．

　

「佐孝」 には本稿にとりあげる知良の 「保福秘訣」，数中の 「和楽味廼顧己論要」 のほかに， 知

良制定の「面々衣服制所持心得書」 「店教訓家格尋導き」，数中執筆の 「地震後改革議定録」等の家法
ｏ店１判があり， このほか教訓書 「富貴自在」 「家内記録」 「菊池家中興ノ系図」等のこれに準ず

る文書があった． これらの家憲の成立事情， およびそれが 「佐孝」 の発展過程にそれぞれ如何に

機能したかについては別稿に考察したところで， 重複をさけるが， 「衣服心得」は 「佐孝」 が佐

野屋宗家から出店分出 （分家創設） し江戸に開舗直後 （文化１１・１２年頃と推定），職制の整備確立

の一環として作成されたものであり， 「家格録」は佐野屋一統が関東一円に蕃街し， 同族意識の

強化が改めて問題になった時， 「佐孝」が事実上その盟主として，「佐孝」 －店のものというより

も佐野屋一統全体を規制する規矩となることが 充分予定されながら制定 （天保１２，１３年と推定」

されたものであり， 「議定録」 はすでに守成に転じていた同店が 幕末開国による営業不振を諸事

引締めと店制改革によって打開せんとした時点 （安政２年） に成立している．「保福秘訣」 「和楽

味廼顧己論要」 はこれらの家法・店則と異り 教訓書としての性格の強いものであるが， その成立

背景は， 前者は 「店教訓家格録」 と， 後者は 「地震後改革議定録」 とほぼ同じとみてよい。 「保
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福秘訣」 は後に嗣子教中および女婿諭庵の手によって， 同じ知良著の「富貴自在」，教中・話庵編

述の知良の言行録 「先考淡雅府君行実摘録」 （以下 「淡雅行実」 と略称す），その他数点の遺稿と

あわせて 「淡雅雑著」１５）なる板本３冊にまとめられ， 安政６年書庫より刊行されており， 同じこ

の「淡雅雑著」 に収録され， 天保１５年５月の日付のある 「営生秘簿序」 （序文のみ収録， 恐らく

本文は 成立をみなかったと推定される） の趣旨が「保福秘訣」 のそれとほとんど同一なところか

ら， 恐らくこれと前後する時期， 広くとれば天保末年から晩年の嘉永年間にかけて執筆されたも

のとみられる， 「営生秘簿序」 には 「余之始開 舗， 在＝文化甲成之歳－， 至二天保葵卯－， 三十年

子薮， 本質増益頗多突」 と創業の一段落を自認しており， この時期に一息入れて過去の経験をふ

りかえりながら家訓ｏ店則の作成に手を染め始めたことが推定され， このことは「保福秘訣」 が

もっぱら「保家の道」「守成の法」 を説いてい
●
ることとも符合する． これに対し， 教中の 「和楽昧

廼顧己論要」 はその草稿二篇が残っており， その一つに嘉永６年７月の日付のあるところから，

二代孝兵衛教中が父知良の死去 （嘉永６年５月１７日） により， ２６才にして 「佐孝」 の家督を継い

だ直後 （２か月後） 執筆始めたものとみえる， 「地震後改革議定録」 が作成された安政２年程の

緊迫した情勢ではないが， 同書には

　　

先君ノ定置 レタル家格録ノ・各モ知ル如ク誠二アリカタキ御教訓ナリ 然トモ段々程立ツョリ自

　

然耳ナレテオロソカニ成「モアルモノナ レハ 益ヨク心ラトメ少モ達ハサルヤウ二心掛ル「肝要

　

ナリ

　

という文字が見え， 早くも「佐孝」に危機の兆候が予感される日々であった．

ｎ

　

「創業」 の祖より 「守成」 の主へ

　

「佐孝」 の相続法を直接示す資料はないが， 文政１１年２月， 佐野屋一統が宇都宮の宗家に参集

協議の上制定， 調印した 「家格連印帳」 には次のような規定がみられる．

一， 嫡子の儀は幼少の頃より為致学文当家相続二相立候節は分家別家中江先格の煩快可相波候

　

事

　　

但し嫡子たりとも成長不覚候得は相続二相立申間敷候， 分家別家中遂評議人品相見立候上

　　

相続相立可申候

一， 二男三男以下者は幼少より 為致学文十二三四才二相達候得は店々の内へ相頼置渡世為見習

　

三男迄は可為分家事

会議を主宰したのは１１代治右衛門栄親であるが， 栄親は病身 （中風） であり， 「旧忠節」 の別

家連中はいずれも衰微してこの時旧店再興の資金を与えられている事情なので， 会議のイニツァ

ティブは分家という格式からも， また新興勢力の筆頭としての経済的実力からいっても孝兵衛矢ｒｌ

良が握ったとみるのが至当で， それ故ここに示された規定はそのまま 「佐孝」 の相続法にもなり

うる性質のものと考えられる。 これによると， 一応長子相続のたてまえがとられているが， ここ

でも町人社会の能力主義が支配して， 嫡子にその器量なければ時蹄なく廃嫡し， 「人品相見立」

ててその仁に相続させることが決められている． 現実には 「佐孝」 の相続者は，夕ミロ良に男子一名

（他に女二名） よりなかったのでおのずから教中が後嗣と目され， 惣領教育の対象となったわけ

である． 「保福秘訣」 はまさにその指導要領にほかならなかった．

　

知良は別著 「富貴自在」に 「人として富貴を願はざるはなし． 若し是を求めずと云は ．ゞ 矯て

偽るなり． （中略） 富めば自ら貴きの理あり， 故に史記に産業豊優にして． 財宝を多く貯蓄し

たろを素封と云ヘリ， （貨殖伝） 是れは土地を領せず， 位もなけれども， 生業富厚にして， 童僕
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も多く， 人にも常に施して． 其勢いの目から賊なるを， 諸候に比したろ也． 是にて富める者は貴

き所あるを見るべし。」と述べ， 「交易融通は． 太平の世の緊要にて． 商質の職．」と商人の存在を

倫理的， 社会的にも主張したが， そこからまた致富の道にも高い道徳性を要求した。「保福秘訣」

にも 「人方金ノ富二至ル者ハ， 必天ノネ占ヲ得ルニ由ノレ也， 天ノ祐ヲ得ソト思ハ・， 先ッ父母ニハ

孝養ヲ尽シ， 主人ニハ忠節ヲ場シ， 祖先ノ祭紀二追慕供養ヲ敦ウシ， 憧僕二恩恵ヲ垂し， 朋友二

信義ヲ守り， 家族親戚二薙睦シテ， 郷党隣里ノ窮乏ヲ賑済シ， 自己ノ・勿論， 妻子巻属二至マテ，
倹素ヲ守り， 恭謙遜退ニシテ， 天命ヲ畏し，国法ヲ慎ミテ，家業ヲ勤メ，夙興夜寝シテ怠慢ナク」

とその徳目を掲げ， さらに奉公人を使う主人としては 「能家人ヲ撫シテ， 忠実二教へ， 才幹有者

両三人ヲ用ヒテ， 家道ヲ輔翼シ， 幼弱ノ憧僕マテ， 切二教導シテ忽ニセス， 成人二及ヘハ， 其ノ

器二随テ擢用」うべきであると徒弟教育を指示し， 商費としては， 「専ラ実意ヲ以テ得意ノ人ヲ

大切ニシ， 共売買多寡ノ軽重ヲ問ハスシテ， 彼ニ益アラソ「ヲ心懸ヶ， 仕入ノ・現金ニ シテ， 諸品

ノ精良ナルラ主トシ， 売方二高利ヲ賃」 らず， この道を守って年々貨殖することあればそれを陰

徳救済に散施すべきであるとしている． また家長として家を斉えるについては， 「子孫二聖賢ノ
書ヲ読マシメテ， 能道理ヲ輪ラ シメ， 家二規則ヲ立テテ， 堅固二是ヲ守り， 除越スル「ナク， 荒

怠スルコトナクシテ画一二守ルヘシ」 と述べ， 商人の道徳的生活を貨殖の道の前提とし， これを

厳しく要求していることが注目される。

明治２６年発行の女部省検定修身教科書「謎 修身教範」に

採録された佐野屋孝兵衛父子（菊池淡雅・濃如）

　

「保福秘訣」 は知良がみずから「累世富有家ノ少壮ナル者二言論ス所ナリ， 家ヲ興起セント欲ス

ル者二示スニアラス」 と記している如く， 本来守成の主教中を意識した 「保家ノ道」 の教訓であ

り， 文字通り福を保つ秘訣を説くものであるが， 富有家の後嗣にまず大切な心構えとして， それ

生まれながらにして 「富ヲ得ルト云モ， 畢覚ノ・先祖ノ積徳積功ニテ， 畜ヘタル財物ナ レ ・， 決シ

テ我有ト思フコト勿し， 唯己し一代是ヲ預りタルト心得， 大切二守りテ， 叉子孫二譲り与ヘテ可

也」 （傍点引用者） と説いている。 この思想は同店の奉公人に対する教訓（「家内記録」所収） の
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中にもみられるところで， そこには 「我身代之儀は誰の者と申定は無之只先祖の者に候主人是を

預り進退致し候道理に候」 とあり， さらに， 「主人は先祖の奉公人ニテ候得は只々一家大切に心

得」 （傍点引用者） べしと述べている． かく先祖より累代預り置く家産であればその保金の道も

重要で， 「保福秘訣」にはその具体的会計処理法が詳細に示されている１６）．

　

さきにみた如く， 商家の継承者は一店を主宰するものとして奉公人に対する統率力， 人事管理

の能力が要求されるが， 「保福秘訣」にはこれについて説くところが多い， 「凡家ヲ斉フルハ，

国ヲ治ムルニ同 シ， 財ヲ用フル二其道ヲ得テ， 人ヲ用フルハ其器二従テ， ヨク択ヒ用フルノニッ

ニ止ルナリ， 故二万金ノ家ハ， 必良僕ノ管轄スルモノ無ソハアルヘカラス」 と述べ， 奉公人を使

うにあたっては正直で節義あるものを択ぶことが大切で， もしおのれの利欲に走るような悪い奉

公人を入れれば， 主人を欺き家を破るばかりでなく， 家名を汚すことになる故， よくよく注意す

べきであるとしている． しかしまた良く仕える者には 「厚ク恩恵・ヲ施 シ， 良妻ヲ嬰リ， 家ヲ造り

与へ， 富ヲ頒チテ足ルコトラ要スヘ シ」 としている． しかし， ここに注目されるのは， 創業当時

「我家に事る忠節の者をして， 後一店の主となさは賢徳院 （孝古・註） の志を継き， 且当主人の

高恩報へき万分の一にも至ん鰍」（「面々衣服制所持心得書」前文） と店員を鼓舞激励した知良が，

ここでは 「夫方金ヲ有ッ家ノ・（中略） 慎テ其家業ヲ専一ニスヘシ， 必利欲二惑テ， 他ノ版器ヲ棚

〆， 或 ・他所二支店ヲ創ムルコト勿し」 と家業専一を説き， 分・支店創設を原則的に禁止してい

るこである． その理由は 「家大ナ レハ事多ク シテ， 遺漏モ随テ多カルヘ シ， 且他家ノ業ヲ妨クル

コ ト モ ア レ ・也」 と企業組織の拡大が必ずしも守成に適さない実利的理由と， 己れの利を求めて

人を害することが天道に惇るとする倫理的理由の二面が掲げられているのが注目される． 「但シ

父ノ愛弟， 或ノ・立ヘキ支家ノ退転シタル類ヲ興起スヘキ義理アルハ， 別二開舗シテ隆盛セソコト

ラ謀ルモ有ヘシ」 と， 止むを得ず分別家を創設する場合を認めたが， これも種々厳重な条件を付

している． たとえば 「分家支店ノコトニ至テハ初メニ規則ヲ立ルラ要トス， 警ハ千金ヲ以、テ分与

セント欲セ ・其半ヲ宗家預り置薄利ノ息ヲ年々積テ予備トシ， 五百金ヲ資本トシ小ヨリ始メき斯々

年歴ノ功ヲ以テ自然ノ隆大ヲ望ムヘシ， 必大金ヲ出 シテ大舗ヲ企ツヘカラス」 と述べ， 「不肖者

二支店ヲ許シテ靴ヲ取コト勿し， 麦家ノ器二任スヘキ者ハ平常二堅固謹慎ヲ試テ， 共塾ム所ノ業

ヲ為サシムヘシ」 と当主の不明によって分別家の不始末があった場合， これを家名の恥としてい

る． このほか支店創設に当っては本家のつよみを第一とし，「近里二同業ノ販売ヲ許スヘカラス，

是後代二至テ競争ノ心ヲ発スルラ恐ル・也」 とし， なお 「資本ノ外二金銭ノ融通ヲ狼ニスルコト

勿し， 吾家ノ品物ヲ売トモ現金二取引スヘシ， 凡五年ノ功ヲ試ミサレハ， 他人ト諸商ノ取引ヲ語

合侍ムコト勿し」 と述べ， 開舗の際にはこのように厳しく法を定めねば心が飾らず成業が難しい

と結んでいる．

　

しかし， 守成の要めはやはり家の継承者である当主の心掛け如何にある． 「凡富家ノ衰フルヲ

見ルニ， 決 シテ天ノ禍ニアラズ， 水火凶荒ノ類ノ・，両三年乃至四五年ノ貨殖ヲ廃スルノミニ シテ，

産ヲ傾クルニ至ルヘカラス， 家産ヲ傾ル， 多クハ其主人タル者行ヒノ不善ナルニョ レリ」．たとえ

ば志意淫逸にして酒食に著り， 衣服に美麗を用い， 耳目の慾を恋にし， 遊芸を好み， 放蕩無頼の

友に交り， 居宅の営作を事とし， 稀世の珍器を褒めて玩弄し， 人に誇るを以って事となす． これ

らは皆失徳の行いであって深く慎むべきであるとしている． また商取引の実際面では相場， 投機

を特に戒め， 「大志アル者ハ相庭物ノ類， 惣テ勝負二係ル商事パ嬢テ為スヘカラス， 一旦ハ大利

ヲ得ルコトアリトモ， 何ニカセン （中略） 一時不義ノ商二嵐得タル財ヲ， 吾子孫二与へテ快キコ

ー・アランヤ」とここでも家業の倫理性を掲げて堅実な営業を求め， さらに 「先祖ヨリ累世富厚ヲ
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受継者， 自己ノ才智ヲ侍テ， 更ニ其業ヲ大二セント計へカラス， 其易キニ居テ， 富ヲ養フトキ ・

目ラ大ナリ」と守成の主においては 商略にみせる才智はむしろ否定的条件であるとさえとられる

ような云葉を残している， こうした姿勢は近世町人に普遍的であった分限思想１７）と結合し， 「農

商ノ家二在テハ， 借越ナラサルヤウニ， 時々心ヲ用ルラ肝要トス」 という文字になってあらわれ

る． 「数代富有ノ家ハ， 諸親類ヲ始メ， 郷党隣里， 永ク其恩ヲ蒙ル故二， 共土地二在テ尊敬セラ

ル・習， 常トナリテ他邦ニ出タル時， 同等ノ者二初テ応対シ， 或ハ士人二過接シ， 或ハ権家二通

謁スルニ， 図ラス軽卒ニセラル・カト覚ュル「アリ」，これらのことは農商に在っては当然である

ことを弁えず， 心中不快に思って 「領主へ大金ヲ上， 土人ノ列二加ハリ， 或ハ近郷近国ノ諸侯へ

金銀ヲ用立ツ， 格別ノ寵禄ヲ得テ， 上等ノ人ト同列ナラソコトラ望ム者」富家にはままあること

である． 領主に対する止むを得ぬ用立ては致し方ないとしても， 故なき嬬慢のために献金などす

ることは至愚の極みと考えるべき・であると述べている． 事実は嗣子教中の代に至り， 新田開発の

功と多額の御用金上納によって万延元年宇都宮藩庁より土分取立ての申渡しがあり， 教中も 「孝

兵衛」を件慧吉郎に名乗せて， みずからは介之介と改めてこれに応じている１８）． 幕末激動の時と

はいえ， ここでは知良の遺志が早くも裏切 られているのである．

　

次に知良は富家の後嗣の学問・遊芸について見解を示している． 一般に近世の富豪は尊女的傾

向にあり， 遊芸も噌みとして或程度容認されていたが， それも度が過ぎれば致富の道に否定的条

件と考えられていた， 「日本永代蔵」 巻六に， 諸芸 「何にひとつくらから」 ぬ才能の持主である

が肝心の「身過の大事」を知らなかったばかりに家を破る息子の挿話があるが， 三井高房の 「町

人考見録」にも新屋伊兵衛の例をとり「惣体町人の小供能芸を好み習ふもの， 是まで家相続致す

ものは無一之」１９）と戒めている， 学問についても， 封建教学に対する批判は別としても， 「仏神を

敬ひ， 儒学を心掛候事， 人道に候， 然れ共いづれにても過候へを， 其身の家業おこたり， おのづ

と異形の人の様に罷成候」（「宗竺遺書」）２０）「商人は賢者に成ては家衰ふ」（「町人考見録」）２１）と経

済生活の立場から過度の学問を否定している。 知良の学問・遊芸観も基本的にはこの立場が貫か

れている． 「累世豪富ノ主タル者ハ， 他ノ一二ノ楽モ無ソハアルヘカラス， 故二家事ノ－－段ニノ、

各其性ノ好ム所二従ヒ， 諸芸ノ中， 一二ヲ噂テ楽ト為スヘシ」 と－曹みとしての遊芸を肯定してい

るが， 「唯芸人ノ友， 歳月二多ク， 其応接ノミニ忙ノ・ツク， 家富メハ粗略ナル饗応モナ シ難ク，

浮費多クシテ， 却テ志ヲ遂ヌモノ也」 と富家にありがちな芸人の出入りを戒め， 遊芸も諸芸に気

を移すことなく天分に合った芸一二に精熟して自分の生涯を豊かにすべきであるとしている． し

かし知良が特に奨励するところは読書であり翰墨であった． 特に後者については「善ク書二精熟

スルトキハ， 其好ム所ノ篤キョリ シテ塵定ヲ弁知シ， 古人ノ事跡ヲ暗ソジテ初テ其人ノ墨蹟二選

フニ真贋目ラ失ロル・モノ也， 叉手翰ヲ見テ， 未タ一面セサル人ノ気象ヲ知り， 或ハ行状ヲ察シ，
或ノ・貴騰ヲ識ルニ至ル， 是楽キニアラスヤ」 とその喜びを語り， またこれは 「実用ノ技ニ シテ，

学ハサレハ作字遅鈍ニシテ， 支ニ臨ミ， 吾意二適フヤウニ書キ陳ルコト能ハス」 とその実用性を

あげて奨励し， さらに 「算術」 もまた日々必要の芸であるから修めるべきであるとしている． 一

体知良自身， 晩年江戸開舗の事業が一段落した頃， 盛んに当時の文人墨客と交遊しており， その

範囲をみると商質には稀な教養の持主であったことが推測される． すなわち儒者では山口管山，
塘富山， 関藍梁， 佐藤一斉ら， 書画家では大窪天民， 立原杏所、 巻菱湖， 小山霞外， 渡辺華山，
高久霧崖， 椿々山， 大竹蒋塘， 安西雲畑， 相沢石湖， 中沢雪城， 山内香雪らと親しかったといわ

れ， 嘉永元年の江戸雷名女人寿命附には 「大極上々吉

　

寿九百年

　

たくみなる書法は人のしろ通

り

　

またそのほかに書画の鑑定」 とあったという２２）． したがって彼の学問・遊芸観もありきたり
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の処世術からきたものではなく， 自己の経験に照らした結論であり， 彼の芸術に対する理解は，

碁画， 俳言質， 狂歌， 謡曲等を， 「其中遊芸二近キモノアリトイヘトモ， 善ク学テ妙二入トキノ～

生涯ヲ楽ミ， 叉愉惰放逸ヲ防キ， 且俗芸ノ者ヲ避ルニ足しリ， 故二富家ノ・唯ム所ナクソハアルヘ

カラス」 とその価値を正当に評価し， この家風が二代目の教中をして商賀には稀な書画の名手に

している， 勿論知良は 「之二耽りテ吾専業ヲ妨ルコト勿し」 と釘をさすことも忘れていない．

最後に知良は家訓・家法にふれ， 「世々富ヲ享ル家ニハ， 必祖宗ノ遺言アルヘシ， 俗諺ニ似タ

ルコトアリトモ， 難難ヲ経歴 シテ興りタル人ヨリ， 数代伝ヘ シ鱗誠ナ レハ， 必ス受用スヘキ所ア

リ， 是ヲ忽セニ思フヘカラス， 慎テ其言ヲ服膚スヘ シ」 とその遵守を説いている， 知良自身， 佐

野屋の発展過程に応じて優れた家法・店則を制定してきたことはすでにみたとおりであり，「家」

的企業体において家法・店則が如何に大きな機能を果すものであるか 熟知していたといえよう．

特に上に掲げた云葉の中には， 教訓が過去の実績を背景にしたもの程説得力があること， また個

々の家訓がその文面， 内容においてことさら傑出したものでなくとも， 一度Ａ家に家憲として定

められると， それがその家にとって固有のものとして意識され受継がれて， ついに伝統によって

神聖化されるという性格をするどく洞察していることに気付く． なお彼は 「保福秘訣」 題言 （原

漢文） に， 三都及び関西勢江の富家には各々祖宗の規矩ありこれが遵守されている， 他邦に支店

開舗の場合も管轄者赤其の法を固守する， 然るに関八州及東奥の富家にはこれがない， 然し三都

勢江の規矩にも納得いかぬものがある， 一方関東にも上野大戸の加部氏， 武蔵下奈良の吉田氏等

にすぐれた範がある， 自分はいたずらに西習を崇び東俗を晒する事なくその長短を勘考して独白

の家法を作りたいと記している． 「淡雅行実」によれば， ラミロ良には諸家の家法を蒐集調査した事

実があり， 彼が家訓制定に並み並みならぬ配慮を払ったことがうかがえる．

ｌｎ

　

「守成二出ル者」 の教育

　

「和楽味廼顧己諭要」 （以下特に必要の場合を除いて 「心得」 と略す） は 二代孝兵衛教中が父

知良の死去により２６才にして「佐孝」 の家督を継承， のち間もなく執筆されたものである． 成稿

の過程で義兄大橋譜庵の意見を徴していることは 草稿に許庵自筆の批評・添削がほどこされてい

ることから知られるが， それはもっぱら文章表現の範囲を出ていない． 「和楽味廼顧己論要」 な

る表題については， 同書の目序に 「我粥ノ心得ト云「二主従和楽ノ味ヲ思フテ廼チ己ヲ顧ミ要ヲ

諭スト云意味ヲ兼テカクハ名ツケタルナリ」 （傍点引用者） と述べているが， 執筆意図は若年に

して一店を主宰する立場に立った教中の自戒もさることながら， 「販駕ノ道」に未熟な自分と先

代の遣した老練の重手代たちとの力関係から察して， 新たに 「主従相持」 の経営方策を相互に確

認する必要にあったように思われる． このことは， 自分が幼時を回顧し， 生い立ちの挿話を述べ

るのも 「是ニョリテ余ヵ平生．ノ気質ノホ ドラモ 能ク知り万事二付テ輔翼 シ謙争セラ レバ吾心モ安

ク シテ大幸此上アルベカラズ」 と述べていることからもわかる． 「今時在勤ノ者ノ・皆先君ノ賜ニ

テ多年吾家二在り且年長ノ者ナレハ 余力幼年ヨリ生質ノ程ラモ弁ヘテ諌輔スル「ノ・勿論此書中ニ

アル程ノ「ノ・皆心得テアル「ナレハ今サラ此方ヨリ申シ輪スマデモ無 シ 只此後追々年若ノ者出テ

各二代りナバ後々ハ吾ヨリ歳少キ者ニナルヘシラモ時二及テ主ノ威光ト年ノ長ゼルトラ催 し禅り互

二隔意アルヤウニ成テハ自然家ノ衰微二至ソ「明ナ レハ 是 し予カ深ク恐ル、所ナリ」 という云葉

にも彼の心情がうかがわれよう，

　

「心得」には至る所， 僕出した先代に対する敬慕とおのれの至らなさを対照した云葉が見られ

る． 「各モ知ル通り余ノ・幼年ヨリ 何一ッ不足ナク生長 シテ身ノ・安楽ノヤウ二見ュヘケ レト才徳モ

ー１０

　

－



近世商家における惣領教育

事業モ傑出シ玉ヘル先君ノ後ヲ細キタル１ナレハ若シ

ャ家声ヲ墜ス「モ有ランカトノ心労ハ甚夕深 シ」 と守

成の身の辛さの述懐はすでにみたとおりであるが，「余

幼年ヨリ病身ニシテ心二任セサル「多シ故二先君ト其

所為表裏スル「アリ」 「先君ノ如キハ聡明ニシテ才徳

兼備ノ御生質ニテ （中略）能万事ニキテキ渡りテ欠タル

「ナカリケレバ如此大業ヲ成シ玉ヘルナリ」 といった

言葉が至るところに見え， 偉大な先代を持った後嗣の

コンブレクスが教中の場合も色濃く支配していたこと

がわかる． 同家に残る 「心得」 の草稿には

　

家ヲ興ス人ハ心労アリト云圧左程二労スルトハ思

ハス是皆所為張合アリテ其中ニモ薬アル故ナリ叉成

　

ヲ守ルニ出ル者ハ其ノ親ノ威徳ニテ成長多ハュルャ

　

カナルカ故二万事二行渡ル「難ク可為張合少ク人知

　

ラヌ苦労モアルモノナリ叉或人ノ言二賢人／後二庸

人出 しハ其庸人ノ事業最モ明二顕レテコトサラニ愚

ナル如ク見ュルモノナリ

　

という文字が見られる． 心底にひそむ思いが教中を

「和楽味廼顧己諭要」草稿， 上欄に
大橋調庵自筆の評がみられる．

して思わず筆を走らせたのであろうが， 論評を依嘱されている話庵はさすがに 「成業ノ後二出タ

レハ張合ナキノ或ハ愚ノ如ク見ユルナ ドノ語ハ 無キ方却テョロ シカラソトコレツッメテ見ルト親

御ノ賢ナル故我力賢モ左程二見エヌト云様ニシユッ （述カ） 懐ラ シクキコエルカナ レハ 成丈ヶ箇

様ノ「ノ・省度「二覚ュ如何」 とたしなめて全文削除となった， しかし知良段後の店制改革の意見

具申 （支配人源兵術草案） の中にも 「（前略）右様度々不調法仕出し万一世間の評判にも相成候得

は東海院様（知良ｏ註） 御死去後は店も根に相成候様風聞相立候は 必定万一か様の風聞にも相成
候得は是迄東海院様御丹精遊候甲斐も無之当主人之無此上恥辱に相成候事能々相考合可申候事」
とあって， 常に先代が引き合いに出され， 奉公人はもとより世間の目もそこに光っているのであ

れば， 教中の愚痴も同情をもってみることができよう．

　

それではかく傑出した商人であった知良の後嗣教中に対する教育の実際は どのようなものであ

ったろうか． 方金富有家の後嗣にふさわしい人間像はすでに前章にみたところであるが， 子弟教

育の実践面についての知良の側の記録は見当らない． むしろわれわれはこの 「心得」 の中に， 被
教育者である教中という鏡をとおしてそれを見ることができよう． 教中は 「心得」 の本文冒頭に
父の教育をいくつかの挿話を交えて述懐しているが， 「家」 における教育を受け手の側から記録

した貴重な資料であり， 文面にあらわれた微妙な表現， とりわけ父子の間に通う心の動きを味わ
うためにも， 可能な限り教中自身の言葉をもって語らしめたい．

　　　　　　　

アキヒト

　

予ノ・商買ノ家二生しタレ疋幼稚ノ時ヨリ 家君常二読書作字ノ業ラノミ専ラニ学 ・シメ玉ヒテ

　　　　　　　　

ハ

　

タチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スキハイアキナヒ
年モハヤ弱冠ニナラソトスルニ 生産販鴇ノ道ノ・露ハカリモ教へ玉ハズ予此ニ於テ癒二思惟シケ
ルハ読書作字ノ・人間日用無テ叶ハヌモノナレハ固ヨリ廃スヘキ「ナラヌハ 言マテモナシサレ ・

トテ販駕ノ道モ善ク明ラメテ習熟セサレハ 家ヲ治メ保ツベキャウァルヘカラス然ルニ此年頃二

及ヒテモ家君ノ此事ヲ打捨置セ玉フ「心得難シト扉ヒテ 此由ヲ慈母二申陳シニ慈母叉家君二コ
レラ告ヶ玉ヒケ レハ 或日家君ノ予二仰ケルハ汝コノ頃頻ニ商買ノ道ヲ学ハント欲スル志 シ専ラ

－１１－
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ナル由尤ナル心掛ニテ至極ヨキ事ナリ 今ヨリ之ヲ数へ授ケナソトノ玉ヒタルガ其日ハソレノミ

　

ニテ其後再三コ レラ願ヒケ レ疋只唯々トノミニテ半年ヲ過ルマテ ー向二教へ玉フ気色モ見ヘス

　

因テ復熟々自己ノ心二反求スルニカク不肖ノ身ナレハ 兎テモ角テモ此家ノ政ヲ執ラ シムル「ノ・

覚束ナ ットノ思召ニテアラソカト思ヒケ レバコ レョリ後ノ・快々トシテ 心モ楽マス一年程ノ間ノ、

読書作字ノ事モ殆ソト廃スル如クァリケル

教中の述懐は青年時の深刻な不安と動揺の一時期の回顧にはじまる． すなわち， 商買に珍しく

幼時より厳しく学問をしつけられたのは感謝するが， 二十才に近くなっても依然としてそれのみ

で商売の実務は全然教えてくれない． 商家に人となれば 「版繋ノ道」 も習わねばと思うが父には

一向にその気配がない． 思い余って母に相談するが， 父は教中の申出を喜んだというばかりで，

やはりその様子はなく， その後再三の申出にもただよしよしと返事するばかりであった． そこで

息子は， もしや不肖の自分は廃嫡されるのではないかとの疑惑にとりつかれ， 好きな学問も手に

つかぬ状態になる． ここには青年期特有の不安や動揺もあろぅが， 教中自身の生真面目なそして

いささか神経の細い人となりもうかがえる． とにかく教中のこのような状態を心配して， 友人達

は代る代る忠告の手紙をよせ， 慰め励ますが彼の心は晴れない．

　

弘 （友人山沢土弘・註） ノ言フ所ノ・元ヨリ 家ヲ保守スルノ確論ト云ヘ シサ レ托予ノ，決々ト薬

　

マス （中略） 其頃韓信ノ伝ヲ読タリ シニ 陛下ハ兵二将タル「能ハズシテ善ク将二将タリト云「

　

アリサ レハ人ハ上下ニョリテ目ラ勤メモ亦差別アリテ 上タル者ハ将二将タリト云ヘル如ク目ラ

　

上タルノ道アリ下タル者モ （中略） 目ラ下タルノ道アル「ナリ 此ヲ以、テ考 レハ縦令商家二生 し

　

テ販駕ノ道ニ拙ク托上タル者ノ道ヲ知テ衆ヲ統駅スル「ヲ明ニシ 伴頭ヨリ若キマテノ賢愚邪正

　

ヲ弁 ツテ瓢捗ヲ失ハサレハ家ヲ保ツニハ足りヌヘ ツ

　

教中は深刻な模索の中から自分に課せられたものが， 「販溺ノ道」よりまず 「駅衆ノ法」， つ

まり多数の奉公人を統率し指揮する器量にあることを自得する． すなわち， 主人が奉公人を信ず

れば彼らもまた主人を信じ， 主人が節倹に努めれば下もこれに倣う． すべては感応の理であって

上に立つものはこれをわきまえなければならない． それ故， 下に臨むに簡を以ってし， 之を撫す

るに恩を以ってし， 万事公平に賞罰を正し， 適材適所にこれを用いれば家政のととのわぬという

ことはない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コカ オモンハカリ

　　

ツ夕

　　

雲 上家君ノ産ヲ治メ玉ヒテョリ 三十年来心ヲ焦シ

　

慮

　

ヲ掲ッ業ヲ剣メ統ヲ垂し子孫ノ遵守

　

スベキ成法ヲ遺 シ置セ玉ヘハ予ヵ如キハ固クコ レラ守りテ失フ「ナヶレハ 不肖ナリ托箕英ヲ魔

　

墜スル「ナク 子々孫々二至ルマテ唯コノ成法ヲ守りナハ家声ヲ失ノ憂ハアルヘカラス

　

彼の古典学習の教養は， 書経に 「聴明ヲ作ツテ旧章ヲ乱ス勿し」 とあり， 詩経に 「先王ノ法二

遵テ過ッ者イ マダ之 レアラス」 とあるのを思い起こさせる，

　　

コ・二於テ 初テ家君ノ予二生産販舞ノ道ヲ後ニシテ只管学問二従事セシメ玉ヒ略保家ノ道ト

　

駅

　

衆

　

ノ法トラ知ルラ待ッテ後二 販路ノ道ラモ知ラ シメ ントノ深キ思慮アラセ玉フ「ヲ暁リ

　

テ最初二浅間 ツクモ疑ヒ怨ミ奉り シ「ヨト痛ク後悔 シタリ

　

かくして疑惑も晴れ， むしろ父の真の愛情に触れて感激を覚える． 知良がもしこの過程をあら

かじめ意識的に設定していたとするならば， そこには学習者の成熟を待ち， 求めてはじめて与え

る極めて優れた教育方法が意図されていたと見るべきであり， 目から試行錯誤して自己解決の道

を得る過程の中に真の学習の存することを体得していたものといえよう．

　　

始メ予ノ了簡ニハ素ヨリ商質ノ「ナ レハ 荷モ販凝ノ道ラダニ明ニシテ貨殖ノ事ヲ務メナハ余

　

が織ノ・足りヌル「ト思ヒタリ シガ 今ヨリコ レラ考・ルニ謬レル「甚ッ （中略） 利ハ目ラ利ニ ッテ
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仁義ノ・目ラ仁義ナレハ商買ニハ益無キ「ト捨置（中略） 幼稚ノ時ヨリ聖賢ノ道ヲ聞カズ（中略）

　

唯利ラノ ミ求メナハ忽チ破産ノ過ヲ招クベカリ シニ

　

コレラ免 レヌルハ偏ニ有難キ家君ノ賜ニコ

　

ン ア

　

レ

　

ここにおいて父知良の意図は充分に果されたものと見ることができよう，

　

教中はまた幼時を回顧し次の様な感想を述べている．

　　

余ノ・幼稚ヨリ優長二生立チテ 今更悔ヒ思フ「甚多シ二代目ニ ツテカクノ如クナ レハ行末 ・如

　

何アルヘキャト深ク之ヲ患フ 併ナカラ父母ノ教ヘノ厳重ナラサル故ニハアラス其事ハ予力六才

　

ノ時一端ノ縞八丈ヲ求テ袷ニックリ シニ 家君以ノ外二中 シ玉ヒタルョシ十二才ノ時初テ結城紬

　

ノヒケモノラ本夕チニ シテ小袖ニックリ 今ハ胴着ニ用テアリ此前ハ皆姉ナトノ直 シモノ・ミラ

　

用ヒット母ノ物語り玉ヒキカ・ レハ 吾子孫モ厳重二育テ衣食調度ノミナラス今日五倫ノ道ヲ教

　

フル「ヲ務トセソト恩フナリ各ノ子孫モ功ぐ何トン優長ニナラサルヤウ 教訓第一ニ ッテ養育セラ

　

レソ「ヲ希フナリ

　

「守成 月時二出タル」自己を自覚し， 自分の資質をわきまえる数中は， 先代の規矩を守りなが

ら同時；にみずからに応わしい店経営の新しい方策をうち出していった。 この基本的態度は 「余ハ
守成ノ時二はキタ レバ先君ノ立置レタル法度ヲ 分堅モ増減ナク守ラン「ヲ欲スルノミ」 と守成の主

の心得をわきまえ， 奉公人たちにもその助力を乞いながら， すぐそのあとに 「蓋ツ家ノ法度ハ永

久固守スル「勿論ナ レ托生産ノ仕方ノ写し・時；勢ニョリテ共得失大ニアル「ナ レ ・琴柱二勝スル「

アルヘカラス 実二臨機応変ノ取計ヒ累要ノ第一ナリト心得ヘシ」 と経済の進展に対処した店経営

の改革に意欲を示しているところにもうかがえる． 幕末開国を目前にした時代がそれをうながし

たのでもあろうが， 「心得」において教中は， 店経営を僕出した個人の能力に頼ることから， む

しろ組織を整備し機構を確立することによって運営する方向に移行しようと 意図していることが

注目される． 「ソモソモ予力先君ノ如キハ聡明ニッテ才徳兼備ノ御生質ニテ 万人二傑出ッ玉ヒ能

万事二行キ渡りテ欠タル「ナカリケレハ 如此大業ヲ成ッ玉ヘルナリ然ルニ先君何程万人二勝レサ
セ玉フトモ単身ニ ッテ此業ヲ成ヘキャウナシ 是ハ実二家隷ノ助ヲ得タマヘルニ申 しリ」 と父知良

の創業の功を讃えながらも奉公人の働きを正当に評価し， 「佐孝」においても店は本来支配人の

取しきることになっていたのを元に戻すだけであるとした． すなわち

　　

此店万事法則ノ立方元来支配人持ニツ玉ハントノ思召ニテアリッ「ナレ・以後其心得緊要ナ

　

リコノ故二諸事支配タル者ノ処置スヘキ「勿論ナレトモ 是迄先君御存命中ハ何事モ指揮シ玉ヒ

　

シナ レハ今モ猶其習ハ ッ残りタル「共ナキニッモアラズ 是ヨリ後ノ・先ッ事アル時 ・主人ノ無キ

　

積りニテ誓キラ決ッ其上ニテ主人ノ方二申シ出スヘ シ

　

とし， 「是 し後々仕馴ツノ為ニ シテ全ク余 か騰キ所ヨリ ッカ云ト心得へカラス （中略） 主人ハ

代々明断ナル者ノミ生 し来ルニモ非レハ却テ永久 ツカタカルヘシコノ故二 主人ラバ立合人ト思フ

ベキナリ」 と当主の資質に左右される経営から 組織による経営へと移行させるための店方制度の

確立をひとり教中の才能の有無によって計るのではないとし， 先代以来の支配人好兵衛も専ら此

処を工夫したいと自分に相談しているところであり， また後年あるいは宗家のある宇都宮に居住

し春秋両度のみ江戸滞留などというような仕法にならないとも限らず， この改革は急務であると

も述べている． さらに 「世間富家ノ傾ソトスルラ見ルニ多クハ主人一己ノ決断ノミニテ従者ノ諌

メノ足ラヌョリ事起しリサレハ 主人ノミ取計フモ永久ノ法ニアラス叉従者ノミノ取計ヒモ永久ノ

法トハ言難シ是主従和合シテ事ヲ処置スル１第一ナル所ナリ然し托叉コレラ恩、フニ多クハ従者ノ

取計フ方永久ナルヘシソラ如何ト云二 主人ハー箇ノ者ュヱ若ッ闇愚ナル時ハ善キ処置ノ出難ケレ
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・ナリ」 と繰返しその理を説明し， 「故二従者ノ忠義ナル者ノ・主人タル者愛情シテ養ヒ置キ家ノ

柱石トナスヘキ「ナルニ 世間ノ者或ハ従者二分ツヘキ財ヲ客ミテ主人ノミ事ヲ取り従者ノ手当ノ

少 シモ減スヘキ「ラノミ考へ 青年中年等ノ者ノミラ使ヒッイ ニハシク シリ者多ク出来テ空ク思慮

ヲ費ス「ハ生涯眼前ノ利二迷ヒ永久ノ計ヲ忘ル・故ナリ 纂ニ嘆スヘキ「ナラスヤ主人ノ自由ニモ

従者ノ自由ニモ為シ難キャウ 法則ヲ立ツル「緊要ナリ先君保福秘訣等ノ著述中ヲ見テモ目ラ此理

アリ」 （傍点引用者） と父知良の教訓を引用して， 人事の適否が家業経営の要諦であることを説

いている，

傑出した個人の能力に頼る経営から， 「諸事整然ト紀律（ヲ）立」て 「主従相持」 の経営組織に

転換を図る教中は， 彼の豊富な経書古典の教養からして， その組織・制度のモデルを 「聖賢ノ天

下ヲ治ムル官職ノ立カタ」 より発想するのは自然であった． たとえば三公六脚の制， 燕礼の制が

それである． 教中によると 「右ノ「托商家ナトニテ入用ノ「ニモ非ルヤウナ レ托其心得無テカナ

ハヌ「ナリ天下ヲ治ムルハ此上モナキ大切ナル事ニテ 諸事整然ト紀律立サレハ紛乱ノ憂アル故右

ノ如ク官職ヲ立ラル・ナリ卑賎ノ者ナリＲ：一家ヲ治ムル「ノ・ 大小ノ差別アル迄ニテ此理ト異ナル

「ナシ」 と治国平天下の官制が そのまま商家の店制となりうるとして， 「卑騰ノ者ニハ別二三公

ノ如キ者無ク 其代り二良師良友叉ノ・親戚年長ノ者ニッキテ平生ノ行蹟等ヲ諌メモラフナリ」 と述

　　　　　

シハイニンハントウ
ベ， 「管轄伴頭ハ万事ヲ掌りテ以テ主人ヲ輔佐スル職ナレハ 能其人ヲ沢マスソハアル ヘ カラ ス

（中略） コノ管轄伴頭ノ・彼ノ六官ノ職事ヲ各四五人ニテ相持ニスル「ナレハ 誠ニョク一致シテ我

意ヲ挟マズ只管一店ノ為ラノミ思フニ非レハ治マラス」 と説いている． また燕礼の制については

太宰春台の 「経済録」 によって知ったと述べ， 「諸侯国二事ナク 閑暇ナル時群臣ヲ集テ酒ヲ飲シ

メラル・儀式ナリ 是上下ノ親ミラッケソ為ナリ古ハ君臣 （中略） 上下ノ分別ヲ厳ニス レドモコノ

時・君臣和楽シテ歓ヲ交ュル故 （中略） 君ノ・仁徳ヲ長シ 臣ノ・忠貞ヲ励テ国家安寧ノ本ナリ」と説

明し，

　

吾家ニモ今ヨリ此形ヲ学ハント思フナリ 先ッ最初二其日ヲ定メ置キ此日ハタ方ヨリ帳場ノ差

　

引ヲ片附テ帳場ヲ守ル者一人ッ・ヲ残シ置 五六人打寄り大行ナラヌヤウ倹約ヲ本トシ酒ノ肴ノ、

　

質素ノ品三種ヲ限り 相互二思フ旨ヲ申 シ出テ人二顔マレタル「目ラ為ソト思フ「商ノ筋ノコト

　

或 ・店若衆ノ行状勧善懲悪ノ「 何「二限ラス物語スヘシ何事ナクトモ本ヨリ和楽ヲ第一トスル

　

ナレハ四方山ノ雑談モ赤宜シ此時ハ失敬ナトイフ類ノ語ハ禁スヘシ只管笑語ヲ旨トスレハナリ

　

とその具体策を示している， これによると， 会員は支配人， 重手代以上と推測されるが， もし

実施されているとすれを 近世商家の店制として注目されねばならない２３）． 教中はさらに， 「奥向

ノ「ノ・万事母ノ仰ニ随フ「ナ レハ 吾カ専ラニモ成りカタキ「多シ各左二心得ラルヘキナリ」 と，

改めて 「店」 と「奥」 のけじめを確認し， また店内記録の充実を図って， 「年々臨時記録今迄ノ

マ・ニテハ備ハラサルヤウニ覚ュ 公儀御触 し弁ニ書キアケシ「地両取引等ノ控ハア レ托店奥ノ人

二拘りタル「賞セラレシ「罰セラレツ事新二主人方ヨリ申シ間シ「 婚礼葬礼叉′・出産類焼普請奉

公人ノ入タル「出タル「総テ何「ニョラス 機密ノ「迄モ部分 シテ記 シ置ヘシ」 と指示し， 記録方

は重要な職掌であるとして， 支配人格の源三郎を指名している． 以上の様な方策は一面において

教中自身の資質から必然的に要請された店制の手直しともいえようが， 他面そこに見られる店制

の整備， 組織化の努力は， 彼が尋「出した 「主従相持」の経営理念と共に企業経営の合理化， 近代

化への志向を示し， その見識は先代孝兵術の事業とは別の観点から積極的に評価されてよいよう

に思う，

　

かくして教中は， 「諸事整然ト紀律（ヲ）立」 て， 経営における店主の役割を相対的に縮小した
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が， このことは彼自身の責任を回避し， その努力を情むことでは勿論なかった． 「心得」 の中に
はむしろそれに対する自戒の言葉が多く語られている． たとえばさきに店方制度を確立して店の
諸事支配を支配人が主宰し， 主人はその立合人と心得ょと述べながら， そのすく後に， 「サリト
テ主人タル者ハ 吾レハ立合人ナ レハ決断ナクトモ可ナリトテ手ヲ袖ニ シ安閑ト居ルヘキ理ナケ レ
ハ何事モ能々明二察シ置ヘキ「最第一ノ心掛ナリカリソメニモ 是ヲ明ニセサ レ・行末二至り万一シハイニン
管轄以下両三人モ私 シスル「アリテモ遂ニ之ラサトラデ居ルャゥノ「アラ ・一家ノ滅亡掌ラカヘ
スョリモ速ヵナルヘ シ」 と自戒し， 他の箇所でも重ねて， 「家事ニカ・ハル程ノ「ハ何事ニテモ
預り間ヘシ是ヲ聞サレハ主人タルノ職スマサレハナリ」 と述べている。 大店の主人が営業の一切
を支配人に任せながらも， みずからは店業務のすべてに精通することが理想とされたようで， 前
出の伴家の家訓 「主従心得書」にも

　　

第一家業のことは， たとひ数十百人の手代ありてもわがしらでかなはぬことなり， 何時にて

　

もわが手にて出来るやうにあるべし２４）

　

と述べられている． 大店の惣領がわざわざ他家に見習奉公し， 丁稚，手代の辛酸をなめるのも
一つにはこの意義が存したからであろう． 教中はまた 「下聞ヲ恥ル心アリテハ何事ニモ通スル「
熊ハサ レハ 我慢ヲ去りテ下聞ラット〆」 るべきであるとも述べ， さらに 「主人タル者ハ徳ヲ持「
第一ノ心掛ナリ 共捷径ノ・親疎二限ラス人ヲ恵ムラ以テ本トス是陰徳ヲ冥々ノ中二積ムー端ナルヘ
シ」と近世町人が尊重した陰徳を自戒し， 佐野屋に伝わる 「天地印補偏録」等の仕法に触れてい
る。

　

さて「保福秘訣」 に先代タミロ良の学問・遊芸観が示されていたことは， すでにみたとおりである
が， これに対応して 「心得」の末尾にも教中の遊芸観が次の如く語られている．

　　

余力文雅ヲ好ムラ人或ノ・危フミ諌ムル者アリ 其志ノ切ナル「 ・恭ナク思へＦｅ人トシテ ・何力

　

志ヲ薬マシメ叉ノ・慰ムル「ナキーキハ 生涯役々 シテ終ルモノナ レ・古ヨリ酒茶琴棋書画等ヲ噂ム

　

者各コ レラカリテ シハラク憂ヲ忘ル「ナリ 故二衣ロ何ナル乱世ト雄和漢ノ名将訴ラキクノ暇余歌

　

ヲ詠シ詩ヲ作りテ目遣ル「其例シ数ヘアクルニ達アラスサ レ ・余 ・高弱ノ生質ニテ生涯只日用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

タヘ

　

俗事ノ応接ニノ もじヲ労役シテハ堪カタキ所アリテ 性命ヲ縮ムルノ憂アラソカト恐ル因テ先君

　

ノ教へ玉ヒテ幼年ヨリ噌メル所ノ書画ノ「ハ許サルヘ シサリトテ 玩物喪志ノ失アラソトセ ・諌

　

メラルヘキ「勿論ナリ

　

教中の書画は商質にはめずらしい程の才能が見られたというが， 上記の云葉には如何にも多く
の人の思惑に配慮する守成の二代目の遠慮がちな主張が感じられて痛々しくさえ思われる．

　

「和楽味廼顧己諭要」 はその一面において， 若くして大店 「佐孝」 を主宰することになった教
中の気負いというか， 改革の意欲も感じられるが， 全体をおおうものはやはり先代の遺した熟達
の重手代たちに囲まれて， にわかになすすべも持たず心細さのみ先立つ二代目の心境であろう，
「主従相持トハ云へ圧余ハ何事モ行届サル生質ナレハ 今ヨリハ実二各ノ働ヲ以テー家ヲ相続スル
「ニテソノ忠勤ヲ添ク思フ「深シ サトテ日々礼ノ言ヘキヤウモナケ レハ終身肝二銘 シテ忘ルヘカ

ラサルノミ」 と彼は素直に告白し， 「吾ノ・優長二生育チ今更悔フ「甚多シ二代目ニテカクノ如ク

ナ レハ行末ノ・如何ナルヘキカト独り之ヲ思恵フ 依テ吾ノ・子孫ノ・厳重二育テン事思フナリ」 （同草

稿） という述懐をよむときわれわれにも彼の心情がひしひしと感じられてくる，
註

　

１）佐野屋孝兵衛家「家内記録」－には

　　　　

主人方は公の道を相行候得は（奉公人） 諸事差図を受或ノ・不足の処は是を相輔翼致候而其公を為遂申可

　　　

云云（傍点および括弧内引用者）
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とあり， 教訓書「商人夜話草」には， 「銀を多分もうけためて， 家居を美敷せん事を思ひ， また衣服色食

　

何事も， 心のま にせん事を的にあてて」 いる類は「我欲」であるが， 家の立場から「差当り親を心よく

　

義ひ， 妻子を見苦しからぬやぅにはごくみ， 従類を引立， 一家一門の為に非常の肋とせん事を心にはか」

　

るのは「公欲」 であるとしている． （「商人夜話草」『日本経済大典』十三巻・６６８頁）．勿論かかる子孫の

　

安楽・家の幸福も社会的にみれば利己心に過ぎない． しかし家の成員にとっては， それは私欲を離れた公

　

欲， 公の道と観念されるのであり， ここに集団としての家のエゴイズムの特殊の性格がみられる．

２） 「主従心得書」『通俗経済女庫』 十二巻・３２５頁．
３） 「中村家家訓」『近江神崎郡志稿』 巻上・１１７７頁．
４）中田薫「徳川時〉代ノ文学ニ見エタル私法」２１５頁以下参照．

５） 原田敏丸「徳川時代近江商人の店員組織－－日野の豪商中井源左衛門家の場合」『近ｔ比日本の経済と社会』

　　

（本庄先生古稀記念）８２頁．
６）足立政男「近世京都室町における商業経営－－法衣装束商千切屋吉右衛門商店における場合」立命館大学

　

人文科学研究所 『家業－京都室町織物問屋の研究』１９４頁．

７） 「商人夜話草」『日本経済大典』十三巻・６５８頁．
８）才出稿「文学に現われた封建庶民の教育意識一元総・享保町人を中心として」北海道学芸大学函館分校 『人

　

文論究』 第二十三号を参照いただければ幸いである，

９） 「先考淡雅府君行実摘録」菊池家蔵版『淡雅雄著』 所収， 以下紙幅の都合」－；出典をいちいち示さないが，

　

特にことわったもののほかは， すべて菊池文書（宇都宮市寺町・菊池小次郎氏蔵）および橋本文書（佐原

　

市本橋元，橋本地三郎氏蔵）による． その主なるものは， 「菊池家中興ノ系図」「家内記録」「淡雅遺稿」

　　

「本店序司家格録」 「司キ店内記録」等である，

１０）寺田剛「大橋譜奄先生伝」５８頁以下参照．

１１）佐野屋の営業内容を示す資料は必ずしも多くない． この点， 間接史料を駆使して同店の発展過程を明かに

　　

された秋本典夫教授の御教示に負うところが多い． 秋本典夫「幕末期における一町人請負新田地主－－菊

　

池教中の新田開発」 『宇都宮大学学芸学部研究論集』第十二号・第一部参照．

１２）遠藤進之肋 「坂下事件の予備的考察－関東真岡木綿をめぐって」『近世農村社会史論』２００頁以下参照．

１３）服部之総 「絶対主義の史的展開」 『中央公論』 昭和２２年４月号， 他．

１４）北島正元「江戸時代」岩波新書，２４０頁．
１５） 「淡雅雑著」は 『日本経済大典』五十二巻ならびに 『日本経済叢書』 三十四巻にそれぞれ抄録されている

　

が， 同書のごく一部に限られ全容をうかがうには程遠い．

１６） 孝兵衛知良の会計処理案については芳野国雄教授が「淡雅雑著中『保福秘訣』 の紹介－－安政時代の江戸

　　

商人の会計処理の考え方に関する資料」の表題のもとにこれを紹介されている． （立正大学経済学研究所

　　

編「経済学季報」Ｖｏｌ，Ｉ

　

Ｘ，Ｎｏ，１－２）． 同教授はこれについて， 近代会計学に関する思想がみられるこ

　　

と， 及びこのとき既に「資本」という言葉が使用されていたことの二点を高く評価されている．

１７）宮本叉次「近世商人意識の研究」２７頁以下参照．

１８） 「鱗孝」 の転身をめぐる動き， ならびに新田開発地主としての教中については秋本・前掲諭女参照．

１９） ｎ町人考見銀」 『日本経済大典』 二十二巻・８１～２頁．

２０） 「三井家史料」北家高平史料享保七年の頃， 中田易直「元禄・享保期三井町人の思想」 『ヒストリァ』七

　　

参照．
２１） ｎ町人考見録」 『日本経済大典．』 二十二巻・１２５頁．

２２） 「淡雅行実」 『茨雅雄著』 および寺田・前掲書７４頁．

２３）暖簾内の和合懇親と管理統制の機関として， これに似たものに江州中井家の「和合寿福講」 （文政１２年創

　　

設）がある． 江頭恒治「近江商人中井家の研究」８２３頁及び９１６頁以下参照．

２４） 「主従心得書」 醍醐谷経済文庫』十二巻・３２５頁．

－１６

　

－


